
地域福祉計画（中間素案）に関する意見とその対応 
該 当 個 所 

№ 受付 
№ ページ 内   容 

意 見 の 内 容 そ の 理 由 対 応 等（案） 

1  2  全般 ・ 他県で「障害者」を「障がい者」と変えた

話を聞いた。害があるのではないのだか

ら、「害」から「がい」に変える事も良い

のではないか。 
 

 ・ 表現の変更よりも、住民の方に障害者を理解していただける

よう福祉教育の充実に努めてまいります。 
 

その他

(意見) 

2   11 全般 ・ 社会福祉協議会に関する記述が少ない。  ・ 社会福祉協議会については、この地域福祉計画を受け、「地

域福祉活動計画」を策定してまいります。 
 

その他

(意見) 

3     20 全般 ・ 正直、専門用語が多く、文章を理解するの

に苦労しました。地域の方々が、この資料

を手にして、地域福祉に貢献しようと考え

てもなかなか参加しずらいのが現状なの

ではと感じた。 

・ また、私たちの中間世代（２０～４０歳代）

に対しては、社協の存在すら知らないのが

現状です。今後高浜市の地域福祉増進に役

立てばと思い、かってな意見ばかり書きま

したが、高浜市の素晴らしさを実感できま

した。 

 

・ 地域福祉を理解するため、市や社会福祉協議会が開催する

様々な学習会に、機会を捉えて参加いただきたいと思いま

す。 

 

その他

(意見) 

4    4 ・ 福祉の民営化は、「福祉の精神」に逆行す

る。 
 

・ 保育園、介護施設で働く人たち（多くは

女性）がパート・臨時職員で産休も育児

休暇も保証されず最低賃金で働く状況で

は、経験の蓄積や専門性を高めることは

できない。 
 
・ 福祉現場で働く人たちが、人間として大

切にされてこそ、生き生きと力を発揮す

ることができると考える。市長の、国に

沿った福祉の効率化や民営化の姿勢は、

「福祉の高浜」の看板が泣くのではない

か。 
 

・ 地域福祉計画との関連性は無いと考えますが、一御意見とし

て伺わせていただきます。今,行政がすべてをすべて行政で賄

うよりも、民間の活力を活用することが求められています。

また、民間事業者が競争することによって、サービスの質の

向上が期待される良い面もあると考えます。 
 

その他

(意見) 

5    12 ・ 身体障害者・独居老人等への働きかけを誰

がするの？行政ｏｒ町内会ｏｒＮＰＯ 
 

 ・ 行政や地域住民、事業者などの協働によって、これらの人々

を支援していく仕組みを創り上げるのが地域福祉計画です。 
 

その他

(質問) 

6     12 ・ 全体にきれい言葉だけでなく具体的に、

今、何をどのようにしているのか（５ＷＩ

Ｈ）を、定期的に町内会又は広報等でもよ

いので進捗状況が知りたい。 
 

・ 計画の進行管理等については、９６ページに記述する「福祉

審議会」が行うこととしていることから、福祉審議会へ進捗

状況を報告することが必要となります。よって、何らかの形

で公表してまいりたいと考えます。 

 

その他

(質問) 

7  13   ・ 市内の年代別の障害者数が解からない。  ・ 障害者計画の中で掲載をしていきます。 

 

３計画 
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地域福祉計画（中間素案）に関する意見とその対応 
№ 受付 

№ 該 当 個 所 意 見 の 内 容 そ の 理 由 対 応 等（案） 

8     14 ・ 専門用語を使うのは必要ですが、省略語は

使わずに、全文（語）で記して欲しい。 

・ 具体的な御指摘がありませんが、モデル計画では省略してい

た用語がありましたが、今回の計画では「修正済み」と考え

ています。 

 

済 み 

9     15 ・ 担当窓口（相談など）を明確にするとよい。 

 

・ 相談窓口については、６２ページにおいて「いきいき広場総

合相談窓口」として位置付けています。 

・ 地域の身近な相談窓口については、７２ページの「地域での

相談活動」を進めてまいります。 

・ サービス利用者の声の代弁については、７６ページの「福祉

相談員制度の創設」を進めてまいります。 

 

済 み 

10    30 ・ 在日外国人の方々に対する支援の記載が

ないがこれらはすべて市内在住の外国人

の方々にも適用されるということか。仮に

そうだとしても特別なニーズに対する支

援体制は明記しておくべきと思われる。 
 

 ・ 例えば、２５ページに「誰もが」とありますが、これは、外

国人も当然含むということで御理解いただきたいと思いま

す。 
 

その他

(意見) 

11   31 2
～ 
30 

第１章地域福祉の計画

活動と第２章地域福祉

の目標と体系 

・ とかく福祉というと高齢者、障害者という

枠組みにとらわれてしまうところ「１６８

人委員会」をもつことによって各世代の福

祉の課題が引き出せた。地域福祉の目標体

系が長期・短期目標、行動目標をもって具

体化されていくことを期待する。 
・ 特に、「１６８人委員会」の活動はこれか

らの市民活動のあり方として良いしかけ

であったと思う。また、アイデアを出すこ

とにグループの主眼を持たせたことは参

加する側の主体性が発揮しやすくなった。

今回「１６８人委員会」が次のステップと

してプロジェクト（施策）の運営にたずさ

わる又は監視するという展開があるとよ

い。新たなメンバーによる個々のテーマの

活動によって施策運営上の問題解決の方

法を蓄積することができる。 
 

 ・ 現在、１６８人委員会の２グループが実験事業として、地域

住民による地域住民のためのボランティアセンター「ちょっ

こらや」や、グループメンバーをはじめ障害者とその家族が

公民館に集い、みんなで昼食会の準備をし、みんなで楽しく

語り合う「みんなの家」を行っています。 
・ このように、実験事業を１６８人委員会が行うことによって

施策実施上の課題を把握し、問題解決の方法を蓄積すること

ができます。 
・ また、９０ページでは、１６８人委員会を地域福祉の推進母

体として位置付ける｢地域福祉推進ひろば｣の核とするとと

もに、９６ページでは、福祉審議会を設置し、当該審議会に

本計画の進行管理等の機能を付与するとしていますが、１６

８人委員会は、当該審議会のメンバーにもなり得るもので

す。 

その他

(意見) 

12  8 6、7 （３）高浜福祉からの

理念 
・ 福祉文化の創造について記述されていな

いように思われるがいかがなものか。 
・ 社会福祉法第４条「地域福祉の推進」で

は、｢今後における地域福祉推進の理念｣

として、住民参加の必要性、共に生きる

社会づくり、男女共同参画、福祉文化の

創造の４つの事項を掲げている。 
 

・ 福祉文化の定義は未だなされておりませんが、今回、計画を

策定し、実現に向けての取組みが高浜市の福祉文化の創造で

はないかと考えています。 
 

その他

(意見) 

- 2 - 



地域福祉計画（中間素案）に関する意見とその対応 
№ 受付 

№ 該 当 個 所 意 見 の 内 容 そ の 理 由 対 応 等（案） 

13   21 10 （１）住民主体の計画

づくり 
・ 「１６８人（ひろば）委員会」の主な活動

経過について、委員会が発足している割に

は、活動内容が見えてこない。この委員会

をもっと地域に広める必要性を感じた。 
 

 ・ 地域福祉計画の７回にわたる地区説明会においては、１６８

人委員会のメンバー自身が活動報告という形で地域にＰＲ

するとともに、「ひろばにゅうす」も発行しています。具体

的には、１６８人（ひろば）委員会の活動内容については、

１９・２０ページの①「１６８人（ひろば）委員会」につい

て記述済みです。また、１６８人（ひろば）委員会が実験事

業として取り組む、地域住民のためのボランティアセンター

「ちょっこらや」は３３ページに、障害者の居場所としての

「みんなの家」は５６ページに記述済みです。 
・ なお、今後の１６８人（ひろば）委員会の方向性は、９０ペ

ージの（１）地域福祉推進広場において記述済みです。 
・ また、「ちょっこらや」のＰＲのために、広報紙に折り込み

チラシも入れております。 
 

済 み 

14   28 14
～ 

17 

計画活動推進の３つの

原則（パートナーシップ

型、次世代型、学習・情

報発信型） 

・ 社会福祉法の成立によって、市町村地域福

祉計画の規定が設けられ、住民参加型の地

域福祉が強くうちだされた。しかし、住民

主体の地域福祉計画とはどの様なものか。 
・ また、住民と行政がどう協力体制をとれば

良いのか等、理解しがたい点があったが高

浜市地域福祉計画を拝読し、疑問点が解決

できた。「１６８人委員会」を通してサー

ビスの受け手となる当事者が意見を述べ

ることができ、行政もニーズを把握するこ

とができる。 
・ また、小学生や中学生が参加することで、

地域を理解すことにつながり、地域社会の

活性化につながると思う。そして「１６８

人委員会」の取り組みを発表祭やひろばに

ゅーすを通して高浜市民に浸透させ返し

ている。そうすることで「１６８人委員会」

に参加していない住民も一緒に地域を考

え、行政が身近に感じられるのではないか

と思った。 
 

 ・ 今後も、住民との協働によって地域福祉を進めてまいりま

す。是非、ご参加をいただきたいと思います。 

 

 

その他

(意見) 

15   24 18
～ 

 24 

４ 計画活動を進める

組織主体 
・ 計画活動を進める組織（１６８人委員。策

定委員）には福祉教育は必要ないのでしょ

うか。 
 

・ 組織の人間は、教育を受けている人ばか

りではないと思います。 
 

・ ９０ページの（１）地域福祉推進ひろばにおいて、地域福祉

の推進母体である地域福祉推進ひろばの核となる１６８人

委員などのスキルアップのための学習会を開催するとして

います。 
・ また、５０ページの（１）の福祉教育の推進では、学校での

福祉教育だけではなく、すべての住民を対象とした、地域で

の福祉教育を推進していくとしています。 
 

済 み 
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地域福祉計画（中間素案）に関する意見とその対応 
№ 受付 

№ 該 当 個 所 意 見 の 内 容 そ の 理 由 対 応 等（案） 

16   20 33 （１）ボランティアセ

ンターの機能強化 

・ ボランティアセンターの機能を強化して

いくためには、有償、無償を問わず、ボラ

ンティアをする当事者の質の向上が大切

だと感じます。そのための学習機会やボラ

ンティアを受ける当事者側から評価でき

るシステムづくりが必要だと感じます。ボ

ランティアは、対人関係において、特に一

方的になりやすいのでそれを感じました。 

・ 高浜市のボランティア人口比率は、２．

５％（登録）と、それ以外に個人的に活

躍されている方々も含めて、地域性もあ

り、住民の方々にもボランティアの必要

性も認識されつつあると思います。しか

し、ボランティアをするに当たり、大切

なことは、数字の把握も必要ですが、そ

の中味だと思います。私自身、個人ボラ

ンティアとして活動しましたが、その難

しさを実感しています。特に、対人関係

のボランティアにおいては、ボランティ

アを受ける当事者にとって、「何かして

あげたい」というボランティア提供者の

思いは、時にありがた迷惑となるときが

非常に多いと感じます。 

 

・ ボランティアに対する学習機会については、実施事項に「ボ

ランティアに対する研修会の開催」として追加します。 

・ 無償ボランティアに対する評価は、現時点では馴染まないと

考えます。 

 

反 映 

17   29 33
 

（１）ボランティアセ

ンターの機能強化 
 

・ ボランティアセンターの存在をより広く

たくさんの人に周知し「ボランティアセン

ターに来れば希望するボランティアと出

会える」というようなものになっていくと

良いのでは。 
 

・ 高浜に２０年住み、現在専門学校に通っ

ているがボランティアセンターの存在を

知らなかった。学生の中にもボランティ

ア活動をしたい人は多くいると思われる

がボランティア団体の存在そのものを知

らなかったり団体へのアクセス方法がわ

からず躊躇している人も多い。 
 

・ 御提案の趣旨と同様の提案を１６８人委員会からもいただ

いており、それを踏まえたボランティアひろばセンターを設

置するとしています。 
 

反 映 
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地域福祉計画（中間素案）に関する意見とその対応 
№ 受付 

№ 該 当 個 所 意 見 の 内 容 そ の 理 由 対 応 等（案） 

18    20 40 （１）福祉起業・福祉

事業展開への支援 

・ 福祉起業、福祉事業展開を支援していくた

めには、課題が山積みだと感じます。民間

事業者が介護保険当時に参入をしてきま

したが、多くは撤退、失敗という現実があ

りました。専門的なノウハウを持った民間

企業ですら、そのような現状ですから,そ

う感じます。だからといって支援していく

ことも必要ですし、事業を展開するビジネ

スチャンスはいくらでもあると感じます。

本音の中では、事業展開を支援し、障害者

の自立の意識改革、家族も含めた啓発運動

が大切のように感じます。障害者自身が、

まずやる気を持たない限り、また、ニーズ

を発信しない限りは、ビジネスとして成り

立たせるのは難しいと感じます。来年度か

ら支援費制度が始まり、障害者自身の意識

変化がみられる時期に入ります。そのニー

ズを、行政、住民、事業者も含めて聞く姿

勢、体制づくりを強化していく必要がある

と感じます。徹底的に聞くための体制づく

りだと思います。（職員教育や家族の声だ

けでなく、障害者本人の意思を大切に） 

 

・ （１）福祉起業・福祉事業展開への支援に係る施策が障害者

やその家族への啓発につながっていくと考えています。 

・ また、ニーズの把握については、５９ページの実施事項の中

の「就労・生活相談機能の充実」で記述済みです。 

 

済 み 

19   23 40 （１）福祉起業・福祉

事業展開への支援 
・ 高浜市は、市民の力によって支えられてい

る部分がたくさんあると思います。その支

えとなっていく重要なものは、企業などの

事業者自体が福祉に目を向けることだと

思います。障害を持っている人にだって仕

事をする権利はあると思うのです。障害が

あるからできないと決め付ける人がいる

からこそ発展していかないし、その気持ち

で、できなくさせているのではないでしょ

うか。 
・ 事業者と障害者が関わりを持ち、技術を取

得することによって雇用や起業化へとつ

ながると書かかれていることに対して、私

もそう思います。地域との関わりが障害者

の自立に結びつき、地域と障害者の溝がな

くなれば、高浜市全体だけでなく、他の市

とも連携が取れるようになってくるので

はないでしょうか。 
 

 ・ この取組みに対して、住民や事業者などが御理解をいただく

ことによって産業と福祉の交流につながり、さらに福祉の輪

が広がると考えます。 

 

 

その他

(意見) 

- 5 - 



地域福祉計画（中間素案）に関する意見とその対応 
№ 受付 

№ 該 当 個 所 意 見 の 内 容 そ の 理 由 対 応 等（案） 

20   22 42 （２）バリアフリー・

ユニバーサルデザイン

の促進 

・ 先日、家政学（住居）実習において、私た

ちの学ぶいきいき広場が障害者にとって

本当にバリアフリーなのか、実際に車椅子

に乗って検証しました。しかし、残念なが

ら、緊急時には、車椅子では２階、３階か

らは自力で避難することができませんで

した。 
・ また、点字ブロックが車椅子の車輪にぶつ

かり、通行の邪魔になることも、そのとき

気付きました。 
・ つまり、私たち健常者は、点字ブロックや

障害者トイレ、エレベーターがあることで

バリアフリーだと思ってしまうのではな

く、実際に利用する方々の声を聞くことで

意味を持ってくるのだということを考え

させられたのです。形だけを整えるのでは

なく、そのプロセスにこだわった施設計

画、福祉政策を行うことが大切だと思いま

す。 
 

 ・ 真に御指摘の事項がユニバーサルデザインであると考えて

いますので、その促進に努めてまいります。 
 

その他

(意見) 

21   6 42 （２）バリアフリー・

ユニバーサルデザイン

の促進 

・ 「ユニバーサルデザイン」という言葉は、

聞いたことがあるがよく解からない。 
 ・ ４２ページのユニバーサルデザインを、「ユニバーサルデザ

イン（年齢、性別、障害の有無などにかかわらず、すべての

人々が利用しやすい製品、施設などの設計、デザインをしよ

うというもの）」に修正させていただきます。 
 

反 映 

22   10 42 （２）バリアフリー・

ユニバーサルデザイン

の促進 
 

・ 不特定多数の住民が利用する店舗などの

民間施設のバリアフリー化についての補

助制度の検討とあるが、この制度について

は、高浜市の制度として聞いたことがある

が？ 

 ・ 御指摘のとおり「人にやさしいまちづくり補助金交付制度」

があります。よって「補助制度について検討します。」を「補

助制度である「人にやさしいまちづくり補助金交付制度」の

活用を積極的に促進します。」に修正させていただきます。 
 

反 映 

23    20 44 ３ 「世話やき活動ひ

ろば」 

・ ｢世話やき｣という言葉の響きがあまり良

いとは感じません。呼び名を変更してはい

かがでしょうか。人は誰でも個人として尊

重され、自立して生活したいと望んでお

り、世話にはなりたくない（特に男性）と

感じています。「助け合いサポーター」

「支え合いサポーター」なんて具合。そう

いった関係の中で、世話をやかれる人が、

世話をやく立場に変化したりするのはな

いのでしょうか。 

 

・ 古き良き近所づきあいをイメージして「世話やき」という言

葉を使用しています。この言葉を使用するのにも「世話焼き」

ではなく「世話やき」と漢字を使用しなかったところにもこ

だわりを持っているので、御理解いただきたいと思います。 

 

その他

(意見) 
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地域福祉計画（中間素案）に関する意見とその対応 
№ 受付 

№ 該 当 個 所 意 見 の 内 容 そ の 理 由 対 応 等（案） 

24   3 44 （１）新しい町内会活

動・近所づきあい 
・ 世話やきサポーターとして各町内会のシ

ルバークラブ（老人会）を活用したらどう

か。 
 

・ 介護、子育て経験が豊富である。 ・ 計画実施に当たり参考にさせていたただきます。 
 

その他

(意見) 

25    19 44 （１）新しい町内会活

動・近所づきあい 

・ 地域での住民のつながりはとても大切な

ものだが、あくまで自主的、自然発生的な

ものであるはず。「世話やきサポーター」

とは何をする人なのか？ 福祉対象とな

る人を問題家庭と捉え、余計なお世話、地

域での監視にならないようにしてほしい。 

・ 住民がつながりが持てるような仕掛けや

きっかけづくり、環境を整えていくことは

大事だと思う。 

・ その意味で身近な居場所づくりのアイデ

アは素晴らしい。 

 

・ 地域福祉計画とは、御指摘のとおり、福祉対象となる人を問

題家庭と捉え、余計なお世話、地域での監視にならないよう

にするための計画です。 

その他

(意見) 

26   26 44 （１）新しい町内会活

動・近所づきあい 
・ 「新しい近所づきあいを具体化させるた

めに、子育て、健康づくりなどの不安を解

消するためのふれあいの場づくりが必要」

という部分について、様々な世代が集ま

り、いろいろな話ができることを考える

と、きっかけとしては「共に食事ができる

場づくり」が良いのではないかと考えまし

た。場所は、公民館、市内の喫茶店、個人

の自宅などで定期的（１か月に数回）に異

世代の人々が食事をすることで自然に情

報交換ができる関係になるのではと考え

ました。 
 

 ・ 提案内容も想定していますが、参考にさせていただきます。 
・ なお、場所についても、実施事項にあるように、町内会館の

活用について検討したり、居場所を公募して発掘をしていき

たいと考えています。 
 

済 み 
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地域福祉計画（中間素案）に関する意見とその対応 
№ 受付 

№ 該 当 個 所 意 見 の 内 容 そ の 理 由 対 応 等（案） 

27   27 44 （１）新しい町内会活

動・近所づきあい 
・ 現在、近所づきあいがとても減っていると

思います。少子高齢化が進んでいること、

共稼ぎなどで町内会の交流がうまくいか

ないことが考えられますが、そういった対

応に「世話やきサポーター」が関わってい

くことは、とても意味のあることだと思い

ます。 
・ 高齢者の問題は多く取り扱われていると

思いますが、子育てや障害児への問題はど

うでしょうか。私は、子育てや障害児への

手助けなどに近所の手が必要だと思いま

す。少子化ということもあり、子育てに困

っている方は多くいると思います。障害児

への近所の認識もとても重要だと思いま

す。世話やきサポーターを間にし、隣人や

近所の方とのかかわりを密にしていくこ

とが、これから大切になっていくと思いま

す。 
 

 ・ 御意見をいただいたような人が増え、参加していただくこと

が地域福祉の推進につながると思います。 
その他

(意見) 

28    20 48 （２）地域福祉の担い

手としての民生委員・

児童委員 

・ 地域の担い手として,民生委員、児童委員

の役割は、今後ますます重要になってくる

と思います。介護保険制度や支援費制度の

始まり、また、母子家庭などの増加により、

現状のままでは、民生委員、児童委員の負

担が増大し機能しなくなるように感じま

す。役割を分担したり、エリアの縮小も検

討が必要だと感じます。 

・ 平成１３年１２月の民生委員・児童委員改選時に民生委員を

４１名から４５名に、主任児童委員についても２名から３名

に増員しています。 

 

その他

(意見) 

29     20 50 （１）福祉教育の推進 ・ 福祉教育は、次世代のことや、福祉の理解

を深めるためにも必要だと感じます。 

・ そのため、その授業の中身が゛重要だと思

います。例えば、障害者＝（イコール）車

椅子、高齢者＝（イコール）機能低下・痴

呆、知的障害者＝（イコール）かわいそう

などとイメージをつくってしまう危険性

があるためです。一人の人間として尊重で

きるような教育を行って欲しいと思いま

す。そのために、講師は、できる限り障害

者、高齢者自身が行ったほうがいいと感じ

ます。 

 

・ 既に、福祉実践教室では、視覚障害者や車椅子利用者に講師

になっていただいています。 

 

済 み 
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地域福祉計画（中間素案）に関する意見とその対応 
№ 受付 

№ 該 当 個 所 意 見 の 内 容 そ の 理 由 対 応 等（案） 

30   2 50 （１）福祉教育の推進 ・ 福祉教育の実施に当たって、学校と地域、

福祉現場との調整を行うコーディネータ

ーの不足については、高浜市の福祉専門学

校の生徒さんにお願いするのはどうか？ 

・ 高齢者の介護、障害者への作業療法など

専門に勉強されている生徒さんに計画を

立てていただくという考えです。（なか

よし教室での子どもの接し方がとても良

かった。） 
 

・ 計画実施に当たり参考にさせていたただきますが、５１ペー

ジにおいて、社会福祉協議会を中心とした地域福祉活動推進

協議会を設置し、そこでコーディネーター機能を担うことと

しています。 
 

済 み 

31   24 50 （１）福祉教育の推進 ・ 小・中学生が福祉について事前に勉強を

し、現場体験をして、学んだことを発表す

るという総合学習を、父兄にも子どもと一

緒に体験してもらうことはできないでし

ょうか。 
 

・ 父兄と一緒に現場体験することで、発表

を見るときの父兄の興味も深くなると思

います。 
 

・ 良い提言だと思います。今後、設置を予定する地域福祉推進

協議会（５１ページ）において検討していきます。 

 

 

その他

(意見) 

32   8 51 （１）福祉教育の推進 ・ 地域福祉活動推進協議会について、もう少

し具体的な記述が欲しい。 
 ・ 市内には、５小学校、２中学校、１高校が存在しています。

一方、福祉現場である施設は、老人ホーム、老人保健施設、

デイサービスセンター、宅老所などと様々な施設があり、法

人も異なっています。現在の福祉体験学習や交流は、学校ご

とに社会福祉協議会に依頼があり、社会福祉協議会が施設、

法人等との様々な調整を個々にしていましたが、その調整の

場を設けようというものです。これを「学校、地域と福祉現

場の調整を図るコーディネート機能を持った地域福祉活動

推進協議会」と表現したものです。 
 

済 み 

33   2 52 （２）地域での交流の

推進 
・ 交流の前に、医師や専門の方からの説明会

などもあっても良いと思います。（骨粗鬆

症はなぜ起こるのか？動作がゆっくりに

なるのはなぜか？障害はなぜか？など） 
 

・ 甘い考え方かも知れないが、年齢や病気

によって起こる事（風邪から肺炎を起こ

す事のように病気なんだと）は誰にでも

ありえることであって、たまたま障害が

でてしまって身体が自由に動かない。上

手く説明できないが、医師、専門家から

の説明があれば、交流した時に、それ以

外でも見る目、接し方が変わってくると

思う。 
 

・ 計画実施に当たり参考にさせていたただきますが、３３ペー

ジの「（１）ボランティアセンターの機能強化」、５０ページ

の「（１）福祉教育の推進」、９４ページの「（２）福祉まち

づくり人材の育成」において研修会やフォーラムを開催して

いきますが、その中での対応も可能と考えます。 
 

その他

(意見) 

34    19 56 （１）地域での居場所

づくり 

・ とても大事なことであると思う。宅老所の

機能をアップさせるべき。人が集まる所と

集まらない所がある。使いやすさや仕掛け

作りが必要。また、高齢者にとらわれず、

子ども、学童、知的障害者等が一緒に過ご

せると良い。 

・ 宅老所については地域との交流、世代間交流を進める場でも

あると考えており、地域の特性を活かした活用が求められて

るため、「じい＆ばあ」では、授産所に通う知的障害者が高

齢者と交流したり、ボランティアとしての役割を果たしてい

ます。また、「悠遊たかとり」「こっこちゃん」では、有償ボ

ランティアが家庭的保育事業を実施し、幼児と高齢者のふれ

あいの場にもなっています。なお、宅老所の利用率のアップ

につながるアイデアがあれば、また、御提言いただきたいと

思います。 

 

その他

(意見) 
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地域福祉計画（中間素案）に関する意見とその対応 
№ 受付 

№ 該 当 個 所 意 見 の 内 容 そ の 理 由 対 応 等（案） 

35    20 56 （１）地域での居場所

づくり 

・ 地域の中で「宅老所」を通して、お年寄り

やボランティアの方々の交流もあり、居場

所づくりは大切だと思います。居場所公募

制度を創設し、地域住民、対象者に意見を

求める姿勢も大切だと思います。ただし、

枠にとらわれてはいけないと感じます。例

えば、お年寄り＝（イコール）宅老所、子

ども＝（イコール）保育所、障害者＝（イ

コール）授産所のようになってしまうこと

は、交流の場、社会での居場所が限定され

てしまうからです。お年寄りでも、カラオ

ケボックス、マンガ喫茶でもいいと思いま

す。子どもが゜ゲートボール、生花、俳句

でもいいと思います。老人だから、障害者

だからと枠をつくってしまうことは、本当

の交流の場とはいえない気がします。そう

いった意味で、南部デイサービスと保育園

をとなりに設置する行政の発想は賛成で

きます。 

 

・ 御指摘のとおりだと思います。高浜市では、宅老所でも地域

の交流の場、世代間交流の場として推進しているところで

す。 

 

その他

(意見) 

36   9 58 （２）地域での働き場

づくり 
・ 知的障害者・精神障害者の福祉的就労の場

充実について、｢愛知県高浜市有形文化財

である細工人形、菊人形づくりに取り組ん

ではどうか。 

・ 細工人形では、人形師さんの材料づくり

や、材料収集作業に参加、又市の花でも

ある菊の花づくりに取り組み、菊人形師

さんや、菊づくりの高齢者や名人の方々

からご指導を得て花をつくり、育てる楽

しさと喜びを感じ、毎年来る人形づくり

シーズンに貢献できれば将来の有形文化

財のよき後継者となることも夢でもなく

なり，福祉就労の新しい挑戦ともなりま

しょう。当事者や保存会へも新風となり、

文字通り地域福祉の開発や、一般就労や

起業化に進展できるのではと期待した

い。 
 

・ 計画実施に当たり参考にさせていたただきます。 
 

その他

(意見) 

37   1 58 （２）地域での働き場

づくり 
 

・ 障害者の働き場づくりとして挙げられた

課題には、単に働き場を提供するのみでは

なく、その技術面や精神面を支えていける

ような仕組みが必要ではないか。 
 

 ・ 推進課題の最後に次の文章を追加させていただきます。 
「一方、一般就労での技術的サポートについては雇用先の協

力を求めるとともに、精神的サポートについては地域の居場

所づくりの中で対応していきます。」 

反 映 
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地域福祉計画（中間素案）に関する意見とその対応 
№ 受付 

№ 該 当 個 所 意 見 の 内 容 そ の 理 由 対 応 等（案） 

38   30 60 （１） 地域での学び･

遊びの場つくり 
・ 障害者（児）の学校や家以外での「第三の

場」として地域での場つくりは必要と思わ

れる。障害者専用のものではなく既存の学

童保育や生涯学習の場に彼らが入れるよ

うなサポートをお願いする。 
 

 ・ 宅老所「じい＆ばあ」やＩＴ工房「くりっく」では、高齢者

をはじめ、障害者にも利用され、交流が始まっております。

また、生涯学習では、６０ページ「（３）地域での学び・遊

びの場づくり」において、障害者にも配慮した生涯学習講座

を開催していくとしています。 
 

済 み 

39   5 62 ２ 地域生活志向のケ

ア マ ネ ジ メ ン ト 

（１）いきいき広場

総合相談窓口の機能

充実 

・ 「インフォーマルサービス」とは何か？ ・ ６４ページに「地域住民やボランティア

などの地域資源によるインフォーマルサ

ービス」とあるが、このような意味であ

るのなら、初めに出て来る方（６２ペー

ジ）に説明をするべきではないか。 
 

・ ６２ページの「インフォーマルサービス」を、「インフォー

マルサービス（地域住民やボランティアが提供するサービ

ス）」に修正させていただきます。 
 

反 映 

40    19 68 （１）利用者と事業者

の対等な関係づくり 

 

・ 当事者のエンパワメントという項目があ

るが、健常者が何かをしてあげる、支えて

あげるという発想ではなく、当事者（福祉

の対象者、家族）が参加し、意見表明でき

る仕組みを考えて欲しい。 

・ 意見表明ではないが、当事者（福祉の対象者、家族）が支え

られだけでなく、その能力に応じた地域での役割も担うこと

ができます。したがって、そのイメージを４６ページに示し

ており、６１ページにおいて、「障害者も支援を受けるだけ

でなく、本人の能力に応じて社会貢献できる場を創出してい

きます。」と記述しています。 

 

済 み 

41   16 全般 ・ 横文字が多い。（カッコ）を付けて説明し

て欲しい。 
 ・ 具体的な御指摘がありませんが、一般化していない横文字に

ついては、（カッコ）での説明や、その前後の文章中で説明

させていたただいているつもりです。 
 

済 み 

42   20 68 ア．苦情解決のシステ

ム 

・ 介護相談員の役割の中で、苦情を多く拾い

上げるノルマや、施設若しくは福祉に関わ

る職員の中でも、ノルマを課してみてはい

かがでしょうか。 

・ 苦情は悪いものではありません。質の向上

のためにはなくてはならないものです。苦

情を増やし、苦情の中身を良くしていくた

めに、聞く姿勢、体制を整える必要がある

と思います。 

・ 苦情解決システムが、介護保険制度から

利用者の意識変化に伴い、苦情件数も少

ないとはいえ,増えてきていると思いま

す。ただし、現状、施設等でも見られま

すが、意見箱の設置がしてあるだけで、

とても苦情を受け付けようとする事業者

側の意志が伝わってきません。本当に質

を改善していこうとする意志があるのか

疑問に思えるくらいです。 

 

・ 高浜市では、声なき苦情を拾い上げる介護相談員や声ある苦

情に対応する権利擁護専門員を配置しています。したがっ

て、サービス提供のレベルアップとサービスの質の向上が図

られていることから、苦情吸い上げのためのノルマ制は、現

段階では考えておりません。 

・ 「聞く姿勢、体制」については、介護保険サービスの考え方

を取り入れて構築するとともに、高齢者分野と障害者分野に

個々に設置されている審議会を統合し、当該審議会にトータ

ル的な苦情処理機能を持たせていくとしています。 

 

その他

(意見) 

43   7 72 ウ．地域での相談活動 ・ 「身体障害者相談員、知的障害者相談員、

家庭児童相談員」の中に「精神保健福祉相

談員」を含めて欲しい。 
 

 ・ 「家庭児童相談員」の次に、「精神保健福祉相談員」を加え

させていただきます。 
 

反 映 

44    19 74 ア．第三者評価制度の

普及 

・ 審議会によるモニタリングは良いと思う。

メンバーを従来の行政的関係者にこだわ

らず、ＮＰＯ団体や民間（企業も含め）も

入れるべき。 

 

・ 高浜市では、審議会などのメンバー構成については、専門的

知識を持つ人のほか、必ず公募委員を含めるようにしていま

す。 

 

その他

(意見) 
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地域福祉計画（中間素案）に関する意見とその対応 
№ 受付 

№ 該 当 個 所 意 見 の 内 容 そ の 理 由 対 応 等（案） 

45    19 74 ア．第三者評価制度の

普及 

・ 行政、地域住民のコラボレーションといっ

ても、全体的に住民にお任せという感がぬ

ぐいきれない。地域住民主体であること、

地域住民の自律は間違いないが、仕組づく

り、環境をつくっていく責任は、行政、社

協にある。社協の強化が求められる。 

・ 社会福祉協議会については、８６ページの（１）社会福祉協

議会との連携という形で記述していますが、社会福祉協議会

は、その機能強化を図るため地域福祉活動計画を策定しま

す。 

 

その他

(意見) 

46    20 74 ア．第三者評価制度の

普及 

・ 有償ボランティアサービスに対する第三

者評価制度の導入に対しては、大賛成で

す。 

・ 御指摘のとおり、有償ボランティアについては、ボランティ

アであることに配慮しつつも、質の向上を図るという意味に

おいて評価が必要であると考えます。 

 

その他

(意見) 

47   8 74 ア．第三者評価制度の

普及 
・ 有償ボランティアサービスに対する第三

者評価制度の導入について、競争性や選択

性などがないインフォーマルサービスで

あるボランティアサービスに対し、第三者

評価制度を導入することは、制度上馴染ま

ないのではないか。 
 

 ・ 無償ボランティアは別として、有償ボランティアについて

は、ボランティアであることに配慮しつつも、質の向上を図

るという意味において評価は必要であると考えます。 
 

その他

(意見) 

48   20 76 イ．福祉相談員制度の

創設 

・ 「相談員は、サービス利用者の立場に立っ

た視点、目線で利用者を代弁する役目が重

要であり、専門性や資格は必要ないと本計

画では記されていますが、本当にそれでい

いのか疑問が残ります。少なくとも、私は

経験者が良いと感じます。 

 

・ 特に資格はいらないと思いますが、家庭

において、家族を介護している方や、以

前行っていた方や、障害を持った家族、

若しくはその対象者が行うことが必要だ

と思います。家族や本人は、専門家以上

に客観的に見れる視点を持っているよう

に感じます。 

 

・ 「サービス利用者の立場に立った視点、目線で利用者を代弁

する役目が重要であり」とは、広く経験者を表していると御

理解願います。 

 

その他

(意見) 

49   21 80 （３）子どもとおとな

のパートナーシップ 
・ 高浜市少年少女発明クラブの取組みは良

いが、福祉について学ばせる必要もあるの

ではと感じた。 
 

 ・ 福祉についての教育は、「５０ページの（１）福祉教育の推

進」において記述済みです。 
 

済 み 

50   8 81 （３）子どもとおとな

のパートナーシップ 
・ ＣＡＰ（子どもへの暴力防止）プログラム

の導入について、地域福祉計画で必要性を

説き、実際には、地域福祉活動計画で導入

していくほうが良いのでは。 
 

 ・ 詳細については、地域福祉計画を受けて社会福祉協議会が策

定する「地域福祉活動計画」の中で位置付けられるよう、社

会福祉協議会と連携を図ります。 

その他

(意見) 
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地域福祉計画（中間素案）に関する意見とその対応 
№ 受付 

№ 該 当 個 所 意 見 の 内 容 そ の 理 由 対 応 等（案） 

51   1 82 （１）居住福祉の推進 
 

・ 毎日の生活を支える生活支援の視点が必

要であり、「居住福祉」のテーマをもって

計画を進めていくには、日常的な関わりを

もてる人材の育成や家族を含めた相談支

援機関の設立など、その人を取り巻く生活

全般に至るシステムの確立が求められる。 
 

 ・ 地域生活支援センター的なものの設立については考えてい

ません。 
・ ５０ページの「（１）地域福祉の推進」、６２ページの「２ 地

域生活志向のケアマネジメント」の「（１）いきいき広場総

合相談窓口の機能の充実」、「（２）ケアマネジメントシステ

ムの充実」、９４ページの「（２）福祉まちづくり推進人材の

育成」の中で対応していきます。 
 

済 み 

52   1 82 （１）居住福祉の推進 
 

・ 介護保険及び支援費制度の導入とあいま

って、一個人として、住み慣れた地域で、

その人らしく自立した生活を送ることを、

住民の権利として捉え、居住福祉の理念に

沿って普及・啓発していける市民の感性を

養うことが、地域福祉の発展につながって

いくと考える。 
 

 ・ 御指摘のとおり、実施事項において「居住福祉概念の趣旨普

及」に努めてまいります。 
 

済 み 

53     19 82 （１）居住福祉の推進 ・ 居住福祉の意味がよく解からない。書かれ

ている内容の前提として、高齢者、障害者

が住める場所づくりをしなければ意味が

ない。 

 

・ ８３ページに居住福祉とは「安全、安心、快適で、かつ、地

域の文化を感じながら、そこで生きていく意欲が湧くような

生活環境の形成」と、本計画では定義しています。地域福祉

が地域で支え合うシステムを地域住民と協働して創り上げ

るのに対し、居住福祉は、行政が主体となって「安全・安心

な住宅」「いきいき暮らせるまち」「安全・安心して住めるま

ち」｢地域福祉の充実｣を推進していこうというものです。 

 

済 み 

54     19 82 （１）居住福祉の推進 ・ 一人暮らしの高齢者が借りられるアパー

トはあるのか？知的、精神、身体障害を持

っている人が借りられるアパートは（又は

グループホーム）あるのかどうか？ 

 

・ 現在、高齢者用住宅としてのシルバーハウジングが２カ所の

県営住宅に３２戸、障害者向けとして市営住宅２戸が整備さ

れています。 

・ 居住福祉の推進では、こうした方々の入居支援策について検

討していきます。 

 

済 み 

55   8 82 （１）居住福祉の推進 ・ 「本計画での居住福祉の位置付け」の図に

ついて、この図ではイメージできない。 
 ・ 別紙のとおり（当日配布） 

 
反 映 

56   30 88 （２） 社会福祉法

人・ＮＰＯとの連携 
・ ＮＰＯが少ないのは、市が積極的に助成を

していないことも一因があると思う。 
 

・ 市政のすき間を埋めるＮＰＯを精神的・

金銭的に支援することで市や他のＮＰＯ

の連携が強くなり市民へもより情報提供

できるものと思われる。 
 

・ ＮＰＯの設立は、設立しようとする人たちの意識が重要な要

素だと思います。また、単にＮＰＯであることをもって経済

的支援する考え方は持っていません。現在、ＮＰＯに対する

事業委託という対等な形で施策を進めており、今後も、同様

な考え方で進めてまいりたいと考えています。 
 

その他

(意見) 
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地域福祉計画（中間素案）に関する意見とその対応 
№ 受付 

№ 該 当 個 所 意 見 の 内 容 そ の 理 由 対 応 等（案） 

57   8 91 （１）地域福祉推進ひ

ろば 
・ 推進課題として、これからの地域福祉を推

進していくのは、１６８人（ひろば）委員

会であることを、もっとアピールするべき

である。記述が少し弱い感じがする。 
 

 ・ 各グループが行っている実験事業についての記述を加える

とともに、９１ページの実施事項の中に、「１６８人（ひろ

ば）委員会の拡充」を追加させていただきます。 

反 映 

58    19 94 （２）福祉まちづくり

推進人材の育成 

・ 「高浜高校福祉科・・・、日本福祉大学高

浜専門学校が設置された・・・」というだ

けでなく、それをどう有効利用していくか

が大事だと思う。実際、ボランティア活動

や、高浜市、社協、専門学校、福祉機関が

連携して、「地域活動」という取り組みを

行っている。他には無い取り組みであり、

もっと取り上げてよいのでは？ 

 

・ 現状の中の「社会福祉協議会では、」の次に「日本福祉大学

高浜専門学校との連携による様々な地域活動や」を追加しま

す。 

 

反 映 

59    19 94 （２）福祉まちづくり

推進人材の育成 

・ 専門学校の持つ人材的、文化的機能をどう

生かしていくか、設置させただけでなく、

市としても考えて行くことがあってよい

のでは？ 

 

・ 推進課題の中の「活用することも必要となります。」を「活

用するとともに、高浜高校福祉科や日本福祉大学高浜専門学

校との連携について検討していきます。」に改めます。 

 

反 映 

60   22 94 （２）福祉まちづくり

推進人材の育成 
・ 福祉を一番必要としている利用者（高齢

者）も地域福祉を担う人材としての役割を

持っていただく視点があっても良いので

しょうか。 
 

・ 子どもへのしつけ、遊びなどを担うこと

や、独居高齢者同士が相手を利用者とし

て安否確認の役割を持つなど、自分の必

要性について再確認をしていただくこと

こそ福祉の理想なのではないでしょう

か。 
 

・ ４６ページのイメージ図に示しているように、４４ページの

「（１）新しい町内会活動・近所づきあい」で記述済みです。 
・ また、６０ページの（３）地域での学び・遊びの場づくりに

おいても、推進課題として「障害者などの能力を活かせるボ

ランティア活動の機会の創出」として記述しています。 
 

済 み 

61   25 94 （２）福祉まちづくり

推進人材の育成 
・ 積極的に高齢者や障害者と交流を持つこ

とは、私も良いことだと思います。小さい

頃から行うことで、他人を思いやる心や助

け合う心が特別なことではなく、自然な普

段の生活に溶け込んだものになると思い

ます。もう一段階上を目指すならば、そこ

に高齢者や障害者に対する知識が加われ

ば、より理解が深まり、やさしい気持ちで

接することができると思います。中学校、

高校で授業を聞いたり、市で定期的に冊子

を作って各家庭に配布をしたりと、いろい

ろ手段はあると思います。簡単に分かりや

すくし、興味を持った方は、改めて市へ尋

ねるなど、また、高浜専門学校に依頼して、

学生に協力してもらっても良いと思いま

す。 
 

・ 痴呆の方の問題行動は、他人にとっては

迷惑であり、嫌がられます。障害者も自

分とは違うと区別して偏見してしまいま

す。それが現状だと思います。そういっ

た面でも、知識があればその方の病的な

症状がわかり、理解してあげやすくなる

と思います。 
・ 私も専門学校に入る前は、どこか境界線

を引いてしまって偏見していました。し

かし、勉強や実習を通して高齢者や障害

者をひとりの人として見ることができる

ようになりました。知識や経験を深める

ことは、福祉の心を育てる上で大切なこ

とだと思います。 
 

・ ５０ページの（１）の福祉教育の推進では、学校での福祉教

育だけではなく、すべての住民を対象とした、地域での福祉

教育を推進していくとしていることから、こうした機会を捕

らえて知識を身に付けていただきたいと思いますが、冊子の

作成などについては、計画実施に当たり参考にさせていただ

きます。 
・ また、心のバリアフリーを進めていくため、５２ページに「地

域での交流の推進」として記述しています。 
 

済 み 
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